
凡

例

一

こ
れ
は
、
民
國
期
に
司
法
、
政
治
の
世
界
で
重
き
を
な
し
、
書
誌
學
者
と
し

て
も
高
名
で
あ
っ
た
堙
康
（
一
八
六
七
～
一
九
七
四
）
が
、
昭
和
初
期
に
四
度
、

我
が
國
を
訪
問
し
た
際
の
日
記
、
九
卷
本
『
書
舶
庸
譚
』
の
う
ち
卷
五
以
降
の

口
語
譯
（
一
部
訓
讀
文
）
及
び
注
釋
で
あ
る
（
卷
四
以
前
は
四
卷
本
『
書
舶
庸

譚
』
を
底
本
と
し
た
拙
稿
〈「
就
實
語
文
」
第
十
二
～
十
七
・
十
九
・
二
十
號
〉

を
參
照
さ
れ
た
い
）。

一

底
本
は
、
家
藏
の
己
卯
（
民
國
二
十
八
年
、
昭
和
十
五
年
、
一
九
三
九
年
）

季
冬
、
堙
康
誦
奉
室
刊
本
（
堙
康
「
課
勁
庵
」
朱
文
橢
圓
印
・「
寶
鼎
香
濃
／
繍

簾
風
細
／
綠
窗
人
靜
」
朱
文
方
印
あ
り
）
を
用
い
、
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
、
河

北
敎
育
出
版
社
「
近
世
學
人
日
記
叢
書
」
王
君
南
整
理
本
を
參
考
し
た
。
な
お

一
九
七
一
年
九
月
、
世
界
書
局
影
印
本
の
底
本
は
、「
歳
次
己
卯
季
冬
誦
奉
室

重
校
定
」
の
木
記
を
有
す
る
が
、
庚
辰
（
民
國
二
十
九
年
、
一
九
四
〇
年
）
七

月
の
傅
增
湘
序
を
附
し
た
補
修
本
で
あ
る
。

一

譯
文
に
お
い
て
、（

）
内
は
筆
者
の
注
、〔

〕
は
原
文
外
に
補
っ
た
部
分

で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
原
注
（
原
文
で
は
小
字
雙
行
）
は
、「
原
注
」
と
附
記
し

【

】
に
括
っ
た
。
一
日
の
記
事
が
長
文
の
場
合
、
適
宜
、
分
段
し
た
。
底
本

の
明
ら
か
な
誤
字
は
、
こ
れ
を
改
め
て
譯
し
、
注
を
附
さ
な
い
こ
と
も
あ
る
。

一

注
は
一
日
の
記
事
末
に
附
し
た
。
人
名
に
關
す
る
注
は
、
中
國
人
を
主
と
し

て
施
し
、
邦
人
の
址
名
人
や
本
文
中
に
肩
書
き
を
記
す
人
物
に
は
概
ね
省
略
し

た
。
な
お
本
譯
注
は
、
立
命
館
大
學
大
學
院
二
〇
〇
五
年
度
「
中
國
書
講
讀
」

の
授
業
に
用
意
し
た
筆
者
の
原
稿
を
基
に
し
、
受
講
生
諸
君
作
成
の
注
も
參
考

し
て
（
採
録
の
注
は
「
某
君
の
敎
示
」
と
記
し
た
）、
修
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。

書
舶
庸
譚
卷
五
〔
民
國
二
十
二
年
（
昭
和
八
年
、
一
九
三
三
年
、
癸
酉
）
十
一
月

八
日
～
三
十
日
〕

十
一
月
八
日
【
原
注：

陰
暦
九
月
二
十
一
日
】

晴
れ
。
ま
た
も
日
本
へ
の
旅
行
と
な
る
。
先
頃
、
東
京
の
法
學
博
士
の
松
本
烝

治
（
原
文
「
蒸
治
」
を
訂
正
。
以
下
同
じ
）
な
ど
が
中
國
法
制
研
究
會
の
上
海
の

法
學
士
、
村
上
貞
吉
を
通
し
て
司
法
常
次
（
南
京
國
民
政
府
司
法
行
政
部
・
常
任

次
長
）
の
石
友
如
に
仲
介
の
勞
を
と
っ
て
も
ら
い
、
私
が
出
向
い
て
の
講
演
を
賴

（
１
）

（
２
）

（
３
）

八
三
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命
館
白
川
靜
記
念
東
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文
字
文
化
研
究
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紀
要

第
一
號

康
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舶
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（
一
）
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ん
で
き
た
。
再
三
辭
退
し
た
が
、
聞
き
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
し
私
と
し
て

も
内
泙
（
内
泙
湖
南
）・
狩
野
（
狩
野
直
喜
）・
田
中
（
漢
籍
商
、
文
求
堂
主
人
田

中
慶
太
郞
）・
倉
石
（
倉
石
武
四
郞
）
な
ど
の
舊
友
と
長
年
御
無
沙
汰
し
て
い
る
こ

と
で
も
あ
り
、
ま
た
高
野
山
で
『
文
館
詞
林
』
が
三
卷
發
見
さ
れ
た
と
聞
い
て
お

り
、
癸
・
丁
兩
年
の
訪
書
の
仕
事
が
終
え
ら
れ
る
と
思
い
、
そ
こ
で
そ
の
要
請
を

受
け
入
れ
た
の
で
あ
る
。
村
上
は
、
先
月
の
う
ち
に
共
々
出
發
と
の
手
筈
を
決
め

て
い
た
が
、
末
妹
の
愼
芳
の
結
婚
が
あ
っ
た
た
め
に
、
一
ヶ
月
ず
る
ず
る
延
び
て

し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
村
上
は
書
記
の
大
谷
を
殘
し
、〔
日
本
で
〕
私
を
待
つ
こ
と

に
し
た
。

か
く
し
て
私
は
虞
山
（
江
蘇
省
常
熟
市
）
の
詩
人
楊
无
恙
・
丹
徒
（
江
漱
省
鎭

よ
う

江
市
丹
徒
區
）
の
孫
逸
齋
・
同
鄕
（
江
蘇
省
常
州
市
武
進
區
）
人
の
劉
錫
堂
に
同

行
を
求
め
た
。
閩
中
（
福
建
省
）
の
龔
禮
南
の
お
孃
樣
の
玉
徽
も
旅
行
團
參
加
を

希
望
し
た
。
本
日
の
上
海
丸
の
乘
船
券
を
購
入
。
六
時
に
起
床
し
て
、
衣
服
を
着

替
え
る
。
玉
姫
（
堙
康
の
妻
妾
）
は
、「
七
年
前
、
あ
な
た
が
日
本
か
ら
お
歸
り
に

な
っ
た
時
、
わ
た
し
は
波
止
場
で
お
迎
え
に
待
っ
て
い
ま
し
た
。
遙
か
か
な
た
を

な
が
め
れ
ば
、
滾
々
と
流
れ
る
川
の
流
れ
に
船
が
木
の
葉
の
よ
う
に
浮
か
び
、
だ

ん
だ
ん
と
近
づ
い
て
來
て
、
閒
も
な
く
着
岸
。
そ
の
時
の
う
れ
し
さ
は
如
何
ば
か

り
で
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
今
ま
た
も
江
畔
で
お
見
送
り
を
す
る
と
は
思
い
も
寄
り

ま
せ
ん
で
し
た
」
と
い
う
。
悲
し
み
深
い
言
囎
で
あ
る
。
私
は
、
し
ば
ら
く
の
別

れ
だ
か
ら
、
と
慰
め
る
。
七
時
頃
、
高
三
分
院
長
の
梁
雲
山
・
大
東
書
局
社
長
の

沈
駿
聲
・
親
戚
の
陶
燎
泉
【
原
注：

天
津
よ
り
來
る
】、
從
弟
の
少
卿
お
よ
び
盛

綬
臣
・
瞿
鳳
起
が
相
前
後
し
て
寓
居
に
集
ま
る
。
前
農
次
の
趙
晉
は
運
轉
手
の
高

文
昧
に
自
動
車
を
廻
し
て
見
送
り
に
來
さ
せ
た
。
玉
姫
は
申
寶
・
雙
寶
・
全
寶

（
４
）

（
５
）

（
６
）

（
７
）

（
８
）

（
９
）

（

）
１０

（

）
１１

（

）
１２

（

）
１３

（
堙
康
の
子
息
達
）
を
連
れ
て
雲
山
・
駿
聲
・
晉
卿
・
少
卿
の
車
四
臺
に
分
乘
し

た
。
八
時
、
匯
山
埠
頭
に
到
着
。
遼
寧
の
高
直
靑
・
閩
中
の
蔡
伯
崙
（
未
詳
）・
山

左
（
山
東
省
）
の
袁
景
唐
（
未
詳
）・
河
北
の
査
良
鑑
が
す
で
に
船
尾
で
待
っ
て
い

た
。
一
人
一
人
に
握
手
し
て
別
れ
る
。
玉
姫
は
兩
の
目
か
ら
涙
を
垂
ら
す
。
私
は

耐
え
き
れ
な
い
氣
持
ち
に
な
り
、
雲
山
に
賴
ん
で
車
に
乘
せ
て
先
に
歸
ら
し
た
。

地
方
法
院
長
、
沈
錫
慶
の
弟
子
の
史
良
（
い
ず
れ
も
未
詳
）
が
最
後
に
や
っ
て
き

た
。
九
時
、
出
航
。
岸
壁
の
諸
君
と
ハ
ン
カ
チ
を
振
っ
て
お
別
れ
す
る
。
船
室
に

入
り
、
頼
物
の
置
き
場
を
定
め
る
。
私
の
船
室
は
一
〇
五
號
、
无
恙
た
ち
は
一
〇

七
號
、
玉
徽
は
一
二
二
號
。
長
崎
警
察
署
の
刑
事
、
三
岳
春
男
が
乘
客
の
取
り
調

べ
に
來
る
。
私
の
經
歴
を
大
變
詳
し
く
知
っ
て
い
た
。
日
本
は
き
め
こ
ま
か
く
統

治
に
力
を
入
れ
て
い
る
が
、
こ
の
一
端
を
も
っ
て
し
て
も
驚
か
さ
れ
る
。
晩
餐
の

後
、
船
長
が
活
動
寫
眞
で
乘
客
を
樂
し
ま
せ
る
。

木
燎
抱
慢

木
燎
抱
慢
（『
詞
譜
』
卷
二
九

慚
捷
詞
體
）

代
閨
人
送
別

閨
人
に
代
は
り
送
別
す
（
圈
點
は
韻
字
）

奏
驪
歌
一
曲

驪
歌
を
奏
す
る
こ
と
一
曲
に
し
て

情
槭
槭
・
韻
悠
悠

情
は
槭
槭
と
し
て
韻
は
悠
悠
た
り

問
候
潮
遄
發

潮
を
候
つ
て
遄
か
に
發
す
る
を
問
ふ

ま

す
み
や

不
因
重
利

利
を
重
ん
ず
る
に
因
ら
ず

可
爲
封
侯

侯
に
封
ぜ
ら
る
る
が
爲
な
る
可
け
ん
や

凝
眸

眸
を
凝
ら
す

遙
思
此
後

遙
か
に
思
ふ

此
の
後

託
雲
鬟
玉
臂
儘
温
柔

雲
鬟
玉
臂
の
儘
だ
温
柔
な
る
に
託
さ
ん

は
な
は

離
緖
未
銷
眉
際

離
緖

未
だ
眉
際
に
銷
え
ず

（

）
１４

（

）
１５

（

）
１６

（

）
１７

（

）
１８

（

）
１９

堙
康
『
書
舶
庸
譚
』
九
卷
本
譯
注
（
一
）
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四



前
塵
豈
上
心
頭

前
塵

豈
か
に
心
頭
に
上
る

に
は

知
不

知
る
や
不
や
い
な

燕
市
骨
誰
酬

燕
市

骨

誰
か
酬
い

鴻
雪
跡
曾
留

鴻
雪

跡

曾
て
留
む
る
を

奈
棋
劫
頻
更

奈
ん
せ
ん
棋
劫
頻
り
に

い
か

更
ま
り

あ
ら
た

風
凄
太
液

風
は
太
液
に
凄
じ
く

烏
集
延
秋

烏
は
延
秋
に
集
ま
る

工
愁

愁
ひ
に
工
み
な
り

低
徊
翠
袖

低
徊
す

翠
袖
の
ひ
と

伴
金
僊
一
樣
涙
橫
流

金
僊
に
伴
ふ
に
一
樣
に
し
て
涙
は
橫
流
す

鄭
重
一
聲
將
息

鄭
重
の
一
聲
將
に
息
ま
ん
と
し

や

海
天
佇
盻
歸
舟

海
天

佇
ん
で
歸
舟
を
盻
る
み

別
れ
の
曲
が
演
奏
さ
れ
、
悲
し
み
に
胸
は
き
り
き
り
と
傷
み
、
調
べ
が
耳
か
ら

離
れ
ま
せ
ん
。
な
ぜ
潮
流
を
待
っ
て
急
い
で
旅
立
た
れ
る
の
で
す
か
。
金
儲
け
の

た
め
で
も
な
け
れ
ば
、
侯
爵
に
取
り
立
て
ら
れ
よ
う
と
し
て
で
も
な
い
の
に
。
目

を
凝
ら
し
、
遙
か
に
思
い
や
る
と
、
あ
な
た
は
行
か
れ
た
後
、
ふ
ん
わ
り
と
し
た

髮
や
腕
を
想
像
し
、
わ
た
し
を
思
い
出
さ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
別
れ
の
情
が
ま

だ
消
え
ず
、
眉
根
は
曇
っ
た
ま
ま
で
、
以
前
の
事
が
急
に
想
い
起
こ
さ
れ
ま
す
。

燕
の
市
場
で
馬
の
骨
に
高
い
代
價
を
出
し
た
人
が
あ
り
、
雪
上
に
白
鳥
が
足
跡

を
留
め
た
〔
よ
う
に
、
昔
、
北
京
で
才
能
を
認
め
ら
れ
て
業
績
を
の
こ
さ
れ
た
〕

こ
と
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
戰
爭
が
頻
り
に
起
こ
り
、
宮
中
の
太
液
池

に
凄
ま
じ
い
風
が
吹
き
す
さ
び
、
延
秋
門
に
烏
が
集
ま
っ
た
〔
唐
の
安
祿
山
の
亂

（

）
２０

（

）
２１

（

）
２２

（

）
２３

（

）
２４

を
想
わ
せ
る
ご
と
く
、
首
都
が
混
亂
し
た
〕
た
め
、
ど
う
し
よ
う
も
な
く
な
っ
た

の
で
し
た
。
悲
し
み
が
ち
で
、
美
し
い
袖
を
垂
ら
し
嘴
ち
着
か
ず
歩
き
回
り
、

〔
時
代
の
激
變
に
感
じ
て
〕
漢
の
金
銅
仙
人
像
と
同
樣
に
涙
が
出
て
止
ま
り
ま
せ

ん
。
心
の
こ
も
っ
た
樂
聲
が
收
ま
ろ
う
と
し
ま
す
が
、
水
平
線
の
か
な
た
に
目
を

や
っ
て
、
お
歸
り
の
船
を
想
い
、
佇
ん
で
い
ま
す
。

（
１
）

COE
NEW

S
LETTER

No.1

京
都
大
學
大
學
院
法
學
研
究
科

世
紀

「

」

1

２１

（
二
〇
〇
六
年
三
月
發
行
）「
研
究
會
概
要
」
掲
載
の
第
五
回
研
究
會
（
二
〇
〇
五

年
一
二
月
三
日
）
に
お
け
る
西
昧
昭
氏
「
中
勁
民
國
法
制
研
究
會
に
つ
い
て
─

我
妻
榮
先
生
未
刊
の
由
稿
『
中
勁
民
國
民
法
物
權
編
（
下
）』
解
題
」
に
よ
る
と
、

「
中
勁
民
國
法
制
研
究
會
は
村
上
貞
吉
の
提
唱
に
松
本
烝
治
が
呼
應
す
る
形
で
立

ち
上
げ
ら
れ
、
我
妻
榮
・
田
中
耕
太
郞
・
小
野
淸
一
郞
を
は
じ
め
と
す
る
東
京
帝

國
大
學
法
學
部
の
若
手
敎
授
・
助
敎
授
を
中
心
と
す
る
メ
ン
バ
ー
が
參
加
し
、
１

９
３
０
年
ご
ろ
よ
り
１
９
４
５
年
ま
で
、
主
と
し
て
中
勁
民
國
の
各
法
規
の
譯
註

作
業
を
行
い
、
膨
大
な
書
籍
を
刊
行
し
て
い
た
組
織
で
あ
る
。
…
…
會
の
主
た
る

活
動
で
あ
る
譯
註
作
業
に
加
え
て
中
勁
民
國
の
法
學
者
招
聘
な
ど
の
事
業
も
行
っ

て
い
た
」
と
あ
る
。
ま
た
西
氏
に
は
「
中
勁
民
國
法
制
研
究
會
に
つ
い
て
─
基

礎
情
報
の
整
理
と
紹
介
」（
二
〇
〇
六
年
六
月
「
中
國
─
社
會
と
文
化
」
第
二
一

號
）
の
論
文
が
あ
る
。

（
２
）
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
生
ま
れ
、
鳥
取
縣
米
子
の
人
。
上
海
日
本
辨
護
士
會

會
長
、
中
央
大
學
講
師
な
ど
を
務
め
る
（
鳥
取
縣
鄕
土
人
物
文
獻
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

に
よ
る
）。
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
〇
）
沒
（
西
氏
「
中
國
─
社
會
と
文
化
」
掲

載
論
文
に
よ
る
）。
址
書
に
『
支
那
歴
代
ノ
刑
制
沿
革
ト
現
行
刑
法
』（
一
九
三
二

年
）
等
が
あ
る
（
中
勁
民
國
法
制
研
究
會
か
ら
の
編
址
は
、
西
氏
論
文
に
詳
し
い
）。

（
３
）「
如
」
は
「
儒
」
の
誤
り
で
は
あ
る
ま
い
か
。『
民
國
職
官
年
表
』（
一
九
九
五
年

八
月
、
中
勁
書
局
）
に
よ
る
と
、
南
京
國
民
政
府
司
法
行
政
部
・
常
任
次
長
に
は

石
志
泉
が
民
國
二
十
一
年
七
月
一
二
日
任
命
さ
れ
、
こ
の
當
時
も
在
任
し
て
い
た

（
二
十
三
年
一
一
月
二
四
日
罷
免
）。
志
泉
、
字
は
友
儒
。「
如
」
は
「
儒
」
と
の

八
五

立
命
館
白
川
靜
記
念
東
洋
文
字
文
化
研
究
所
紀
要

第
一
號



發
音
の
近
似
に
よ
る
誤
字
か
と
思
わ
れ
る
。

（
４
）
中
勁
民
國
法
制
研
究
會
に
よ
る
今
回
の
堙
康
の
招
聘
、
講
演
會
、
滯
在
中
の
動

靜
に
關
し
て
は
、
外
務
省
外
交
史
料
館
所
藏
の
外
務
省
記
録
に
次
の
三
種
の
文
書

が
遺
っ
て
い
る
（
下
記
の
１
・
２
の
存
在
は
西
氏
「
中
國
─
社
會
と
文
化
」
掲

載
論
文
の
敎
示
に
よ
る
）。

JACAL
Ref.B0501575860

１

（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
）

0

中
勁
民
國

法
律
學
者

堙
康
外
一
名

滿
支
人
本
邦
視
察
旅
行
關
係
雜
件
／
補
助
實
施

關
係

第
十
三
卷
（B

-H
-6

）
全
五
〇
畫
像

交
換
講
演
費
補
給
の
名
目
で
、
堙
康
に
金
四
千
七
百
圓
、
通
譯
者
孫
湜
に
三

百
圓
が
豫
算
計
上
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
第
二
～
四
畫
像
）
や
、
講
演
會
（
平

日
午
後
三
時
か
ら
約
二
時
閒
）
の
題
目
・
日
取
・
場
所
・
堙
康
略
歴
を
示
す

案
内
（
第
七
・
八
畫
像
）、「
堙
康
先
生
ノ
略
歴
」（
第
一
一
・
二
一
・
二
九
・

三
八
畫
像
）、
經
費
見
積
書
（
第
一
六
～
一
八
畫
像
な
ど
）・
費
用
決
算
概
要

（
昭
和
九
年
一
月
一
六
日
接
受
。
第
四
三
～
四
六
畫
像
）、
堙
康
先
生
講
演

會
聽
講
者
名
簿
（
第
四
七
～
五
〇
畫
像
）
な
ど
か
ら
成
り
、『
書
舶
庸
譚
』
本

卷
の
理
解
に
極
め
て
有
益
で
あ
る
。

JACAL
Ref.B05015842900

２

元
民
國
司
法
總
長
堙
康
外
一
名
圖
書
館
等

參
觀

昭
和
八
年
十
一
月

在
本
邦
留
學
生
本
邦
見
學
旅
行
關
係
雜
件
／
便

宜
供
與
關
係
／
通
關
、
拜
觀
、
觀
覽
關
係
（B

-H
-6

）

堙
康
等
の
圖
書
參
觀
の
便
を
圖
書
寮
・
内
閣
文
庫
な
ど
に
依
賴
す
る
内
容

（
第
九
～
一
二
畫
像
）
を
主
と
す
る
。

JACAL
Re

３

f.B05016215300

十
二
月

外
國
人
來
往
關
係
雜
集

第
二

十
四
卷
（B

-H
-7

）

堙
康
一
行
の
十
一
月
後
半
の
動
靜
を
記
す
文
書
（
昭
和
八
年
十
二
月
二
日
接

受
。
第
二
・
三
・
四
畫
像
）。

（
５
）「
癸
」
は
癸
亥
す
な
わ
ち
民
國
十
二
年
（
大
正
十
二
年
、
一
九
二
三
）
で
、
堙

康
は
前
年
八
月
に
財
政
總
長
の
職
を
辭
し
歐
米
視
察
に
出
て
、
こ
の
年
、
歸
航
途

中
、
日
本
に
立
ち
寄
っ
て
高
野
山
を
訪
ね
、
正
智
院
等
所
藏
の
『
文
館
詞
林
』
殘

存
十
八
卷
・
殘
簡
二
種
を
影
印
し
た
。
ま
た
「
丁
」
は
丁
卯
、
民
國
十
六
年
（
昭

和
二
年
、
一
九
二
七
）
で
、
前
年
末
、
政
治
紛
爭
を
避
け
て
日
本
に
渡
航
、
翌
年

四
月
末
ま
で
滯
在
し
て
京
都
・
東
京
に
訪
書
な
ど
行
い
、
四
月
二
十
二
・
三
日
に

は
『
文
館
詞
林
』
殘
卷
の
確
認
の
た
め
再
び
高
野
山
を
訪
れ
て
い
る
。
丁
卯
滯
在

の
日
記
が
『
書
舶
庸
譚
』
四
卷
の
内
容
で
あ
り
、
そ
の
卷
三
の
三
月
一
日
の
條
に

「
跋
高
野
山
藏
原
本
文
館
詞
林
」
を
録
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
こ
に
い
う
三
卷
の

新
發
見
は
誤
聞
と
思
わ
れ
、
今
回
の
滯
在
中
、
一
月
十
・
十
一
日
の
高
野
山
遊
の

記
事
に
こ
の
こ
と
へ
の
言
及
が
な
い
。『
文
館
詞
林
』
に
つ
い
て
は
阿
部
隆
一

「
文
館
詞
林
考
」（
一
九
六
九
年
二
月
、
古
典
研
究
會
『
影
弘
仁
文
館
詞
林
』
解
題
。

一
九
八
五
年
一
一
月
、
汲
古
書
院
『
阿
部
隆
一
遺
稿
集
』
第
三
卷
）
が
詳
細
を
極

め
、
堙
康
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
６
）
陳
玉
堂
『
中
國
近
現
代
人
物
名
號
大
辭
典
』（
一
九
九
三
年
五
月
、
浙
江
古
籍
出

版
社
）
頁
二
七
七
に
よ
る
と
、
本
名
は
冠
南
、
生
年
未
詳
、「
一
九
四
一
年
在
世
？

…
…
。
室
名
拏
雲
精
舍
（
有
『
拏
雲
精
舍
詩
稿
』）、

名
楊
愷
（
？
）。
工
詩
善

畫
」
と
い
う
。

（
７
）
本
書
四
卷
本
の
民
國
十
六
年
一
月
十
日
條
な
ど
に
は
「
北
京
孫
逸
齋
」
と
し
て

頻
出
し
て
い
る
。
閲
歴
は
未
詳
。

（
８
）
注（
４
）所
掲
２
の
文

Ref.B05015842900

書

第
一
一
畫
像
に
は
「
堙
康
氏
祕

書
劉
昧
」
と
あ
っ
て
、
名
を
知
る
。
な
お
３
の
文

Ref.B05016215300

書

第
二

畫
像
で
は
「
劉
通
譯
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
９
）
一
九
九
五
年
八
月
、
中
勁
書
局
『
民
國
職
官
年
表
』
附
録
の
人
名
録
に
「
龔
湘
。

禮
南
。
福
建
閩
侯
縣
。（
汪
僞
）
立
法
院
立
法
委
員
」
と
あ
る
。
そ
の
委
員
在
任

は
一
九
四
〇
年
か
ら
一
九
四
四
年
ま
で
。
上
海
文
明
書
局
、
一
九
三
〇
年
『
海
上

Ref.B05016215

名
人
傳
』
の
「
龔
禮
南
先
生
小
傳
」
は
未
見
。
龔
玉
徽
は

300

第
二
畫
像
に
「
上
海
西
摩
路
誨
惠
里
一
四
號
、
女
醫

龔
玉
徽
ハ
帝
慶
各
大
學
醫

科
産
婦
人
科
の
視
察
見
學
を
爲
し
云
々
」
と
あ
っ
て
、
産
婦
人
科
女
醫
で
あ
っ
た

こ
と
が
分
か
る
。

（

）
梁
仁
傑
、
字
雲
山
。
江
西
臨
川
の
人
。
一
九
九
一
年
五
月
、
河
北
人
民
出
版
社

１０
『
民
國
人
物
大
辭
典
』
頁
八
七
四
に
見
え
る
。「
高
三
分
」
は
高
等
法
院
第
三
分

院
を
指
す
が
、
當
時
、
彼
が
何
省
の
分
院
に
屬
し
て
い
た
か
は
未
詳
。

（

）
號
は
渉
園
。
一
八
七
一
～
一
九
四
〇
年
。
實
業
家
。
藏
書
家
と
し
て
の
事
跡
は

１１
漱
精
『
近
代
藏
書
三
十
家
』（
一
九
八
三
年
九
月
、
傳
記
文
學
出
版
社
）
に
詳
し
い
。

堙
康
『
書
舶
庸
譚
』
九
卷
本
譯
注
（
一
）

八
六



（

）
淸
代
の
江
漱
常
熟
の
藏
書
家
、
鐵
琴
銅
劍
樓
主
人
瞿
鏞
の
後
人
。
一
八
九
八
～

１２
一
九
八
七
年
。
版
本
目
録
學
に
優
れ
、『
鐵
琴
銅
劍
樓
藏
書
目
録
』
の
校
補
・
覆

校
（
二
〇
〇
〇
年
九
月
、
上
海
古
籍
出
版
社
）
な
ど
の
業
績
を
の
こ
す
。

（

）『
民
國
職
官
年
表
』
に
よ
る
と
、
彼
は
民
國
二
〇
年
五
月
一
日
に
實
業
部
常
務
次

１３
長
に
就
任
、
翌
年
一
月
六
日
に
免
職
の
經
歴
が
あ
る
。

（

）『
民
國
職
官
年
表
』
に
よ
る
と
、
の
ち
一
九
四
八
・
四
九
年
に
雲
南
省
第
一
行
政

１４
督
察
專
員
の
經
歴
を
も
つ
。

（

）『
民
國
人
物
大
辭
典
』
頁
五
九
五
に
一
九
〇
五
年
生
ま
れ
、
浙
江
海
寧
の
人
と
し

１５
て
見
え
る
法
律
家
か
。

（

）「
逸
詩
（『
詩
經
』
未
收
録
の
古
代
の
詩
篇
）」
の
一
篇
「
驪
駒
」
は
別
離
に
際
し

１６
て
歌
わ
れ
た
と
い
う
（『
漢
書
』
王
式
傳
の
注
）。
こ
れ
に
基
づ
き
、
離
別
の
歌
を

「
驪
歌
」
と
い
う
。

（

）「
槭
槭
」
は
風
が
木
の
囎
を
ゆ
ら
す
擬
音
を
表
す
の
で
、「
情
」
と
意
味
が
結
び

１７
つ
き
に
く
い
。「
槭
槭
」
は
悲
哀
の
樣
を
言
う
「
慽
慽
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

（

）
世
界
書
局
影
印
本
は
「
問
候
潮
遄
發
」
の
句
を
「
問
潮
候
江
頭
」
に
作
る
（
こ

１８
れ
に
よ
っ
て
本
影
印
本
の
底
本
が
庚
辰
補
修
本
と
判
明
す
る
）。
こ
の
詞
の
脚
韻

は
上
下
兩
片
と
も
平
聲
十
八
尤
・
十
九
侯
・
二
十
幽
韻
通
用
の
一
韻
到
底
。
平
仄

の
關
係
で
「
問
潮
候
江
頭
」
に
改
め
た
の
で
あ
ろ
う
が
、「
頭
」
字
は
十
九
侯
韻
に

屬
し
、
韻
字
と
な
る
。
た
だ
し
『
詞
譜
』『
詞
律
辭
典
』
に
は
「
木
燎
抱
慢
」
に

お
い
て
、
上
片
第
三
句
に
押
韻
す
る
例
を
見
な
い
。
し
か
も
こ
の
「
頭
」
字
は
上

片
末
句
と
重
韻
に
な
る
が
、
こ
の
例
も
な
い
。

（

）
杜
甫
「
月
夜
」
詩
に
「
香
霧

雲
鬟
濕
ひ
、
淸
輝

玉
臂
寒
か
ら
ん
」
と
あ
る
。

１９
（

）
賢
才
を
求
め
る
燕
の
昭
王
に
對
し
、
死
馬
の
骨
を
高
價
で
買
い
取
っ
て
、
却
っ

２０
て
名
馬
を
得
た
と
い
う
古
人
の
策
略
を
郭
隗
が
話
し
、「
先
ず
隗
よ
り
始
め
よ
」

と
自
分
を
賣
り
込
ん
だ
。
事
は
『
新
序
』
雜
事
篇
な
ど
に
見
え
、
後
に
「
馬
骨
」

を
も
っ
て
賢
才
俊
士
に
喩
え
る
。

（

）
漱
軾
「
和
子
由
澠
池
懷
舊
」
詩
に
「
人
生
到
る
處
知
ん
ぬ
何
に
か
似
ん
。
應
に

２１
似
た
る
べ
し
飛
鴻
雪
泥
を
踏
む
に
。
泥
上

偶
然

指
爪
を
留
む
る
も
、
鴻
飛
べ

ば
那
ん
ぞ
復
た
東
西
を
計
ら
ん
」
と
あ
る
。
過
去
に
留
め
た
痕
跡
を
「
雪
泥
鴻

爪
」
と
い
う
。

（

）『
資
治
通
鑑
』
晉
太
元
三
年
に
「
征
南
棋
劫
之
勢
」
と
あ
り
、
そ
の
胡
三
省
注
に

２２
「
棋
勢
を
以
て
兵
勢
に
喩
ふ
る
な
り
」
と
釋
す
。
棋
劫
は
戰
爭
の
比
喩
。

（

）
杜
甫
「
哀
王
孫
」
に
「
長
安
城
頭

頭
白
の
烏
、
夜

延
秋
門
上
に
飛
ん
で
呼

２３
ぶ
。

た
人
家
に
向
ひ
大
屋
を
啄
き
、
屋
底
の
達
官
は
走
げ
て
胡
を
避
く
」
と
安

祿
山
軍
の
進
攻
直
前
の
長
安
を
珊
く
。

（

）
李
賀
「
金
銅
仙
人
辭
漢
歌
」
の
序
に
「
魏
の
明
帝
の
靑
龍
九
年
八
月
、
宮
官
に

２４
詔
し
て
車
を
牽
き
西
の
か
た
漢
孝
武
の
捧
露
盤
仙
人
を
取
ら
し
め
、
立
て
て
前
殿

に
置
か
ん
と
欲
す
。
宮
官
既
に
盤
を
拆
く
。
仙
人
載
せ
ら
る
る
に
臨
ん
で
、
乃
ち

潸
然
と
し
て
涙
下
る
」
と
い
う
。

九
日晴

れ
。
朝
食
後
、
船
べ
り
で
景
色
を
見
る
。
船
旅
は
快
適
。
午
後
一
時
、
長
崎

到
着
。
一
行
五
人
で
上
陸
し
て
遊
覽
。
上
海
の
各
裁
判
所
に
手
紙
を
出
し
、
京
都

の
小
林
に
電
報
を
打
ち
旅
程
を
知
ら
せ
る
。
新
聞
記
者
が
遮
っ
て
私
に
今
回
の
旅

行
の
感
想
を
尋
ね
る
。
研
究
と
講
義
の
た
め
の
招
待
に
應
じ
、
つ
い
で
に
以
前
行

っ
た
所
に
今
一
度
訪
れ
る
だ
け
だ
、
と
答
え
る
。
こ
こ
は
軍
港
で
、
兩
岸
に
峰
々

が
取
り
圍
み
、
自
然
が
生
ん
だ
繪
畫
の
世
界
で
あ
る
。
大
德
寺
（
廢
寺
と
な
っ
て

地
名
の
み
殘
る
）
に
行
く
。
寺
に
は
兌
原
道
眞
を
祭
る
（
梅
香
崎
天
滿
宮
を
指

す
）。
道
眞
は
日
本
の
歴
史
上
の
人
物
で
あ
る
。
忠
義
が
も
と
で
左
遷
さ
れ
鎭
所

で
亡
く
な
っ
た
。
こ
こ
が
そ
の
場
所
で
あ
る
。
人
々
は
哀
れ
に
思
っ
て
、
到
る
と

こ
ろ
に
神
社
を
建
て
た
。
ま
た
天
滿
宮
と
も
い
う
。
歸
路
に
鼈
甲
屋
に
寄
り
、
鼈

甲
卷
き
の
萬
年
筆
を
二
本
買
い
、
子
ど
も
た
ち
へ
の
土
産
に
す
る
。
鼈
甲
は
わ
が

國
で
は
玳
瑁
と
い
う
。
世
界
で
は
長
崎
と
イ
タ
リ
ア
が
最
も
よ
い
。
ま
た
別
の
店

に
行
き
繪
は
が
き
を
一
〇
枚
ほ
ど
買
う
。
髮
を
切
っ
た
女
性
の
寫
眞
を
壁
に
張
っ

て
い
る
。
ど
れ
も
東
京
の
映
畫
ス
タ
ー
で
あ
っ
た
。
肉
附
き
と
い
い
背
の
高
さ
と
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い
い
、
皆
美
し
い
。
歐
風
が
東
洋
に
傳
わ
り
、
身
な
り
の
傳
染
力
は
め
ざ
ま
し
い

早
さ
で
あ
る
。
昔
の
人
が
美
人
を
詩
に
詠
う
と
、
た
い
て
い
低
い
髷
や
高
い
も
と

ど
り
に
思
い
を
馳
せ
た
も
の
で
あ
る
。
も
し
今
生
ま
れ
た
ら
、
い
っ
た
い
ど
ん
な

名
詞
に
變
え
て
こ
れ
を
珊
寫
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
四
時
に
出
航
。
晩
に
神
戸

の
税
關
員
が
入
室
し
て
詳
し
く
檢
査
す
る
。
共
産
化
宣
傳
を
防
止
す
る
た
め
で
あ

っ
た
。
書
籍
に
つ
い
て
と
り
わ
け
嚴
重
。
檢
査
が
終
わ
る
と
、
ふ
た
た
び
兵
庫
縣

の
特
高
課
の
吉
川
爲
藏
を
介
し
て
我
々
の
足
取
り
に
つ
い
て
話
し
た
が
、
非
常
に

明
白
で
あ
っ
た
の
で
、
私
的
な
受
け
答
え
を
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
夜
、
博
陵
君

（
堙
康
正
妻
、
卷
四
の
四
月
八
日
條
に
見
え
る
）
が
母
に
從
い
や
っ
て
く
る
延
を

見
る
。
ま
る
で
昔
の
娘
婿
の
よ
う
な
姿
で
あ
っ
た
。
目
覺
め
て
か
ら
思
い
返
す
と
、

悲
し
み
が
い
や
增
す
。

水
調
歌
頭
（
詞
譜
卷
二
三

周
紫
芝
詞
體
）

玄
海
放
歌

玄
海
放
歌

上
下
玻
瓈
碧

上
下

玻
瓈
の
碧
に

は

り

址
我
一
扁
舟

我
が
一
扁
舟
を
址
く
つ

容
與
周
髀
之
内

容
與
た
り
周
髀
の
内

幾
點
辨
沙
鴎

幾
點
か
沙
鴎
を
辨
ず

人
道
滄
溟
灝
淼

人
は
道い

ふ
滄
溟
の
灝
淼
た
る
を

か
う
べ
う

私
曰
滄
浪
淸
淺

私
ら
曰
ふ
滄
浪
の
淸
淺

み
づ
か

濯
足
任
長
謳

足
を
濯
ひ
て
長
謳
に
任
す
と

東
望
彿
壺
接

東
望
す
れ
ば
彿
壺
接
し

西
指
是
神
州

西
に
指
さ
す
は
是
れ
神
州

（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

環
柱
匕

柱
を
環
る
匕

當
筵
鼓

筵
に
當
る
鼓

足
千
秋

千
秋
に
足
る

昨
宵
欹
枕
髣
髴

昨
宵

枕
に
欹
り
て
髣
髴
た
り

よ

大
集
古
人
謀

大
い
に
古
人
を
集
め
て
謀
る

既
向
中
流
撃
檝

既
に
中
流
に
向
ひ
て
檝
を
撃
ち

更
上
燕
然
勒
石

更
に
燕
然
に
上
り
て
石
に
勒
す

夙
負
略
爲
酬

夙
負

略
ぼ
酬
い
を
爲
す

炊
熟
黄
粱
未

黄
粱
を
炊
熟
す
る
こ
と
未
だ
し
や

依
舊
付
浮
漚

舊
に
依
つ
て
浮
漚
に
付
く

空
も
海
も
靑
い
ガ
ラ
ス
の
よ
う
に
廣
が
る
中
、
我
が
乘
る
船
は
ぽ
つ
り
と
浮
か

ぶ
。
大
空
の
も
と
、
ゆ
ら
り
ゆ
ら
り
と
進
み
、
粒
か
と
見
え
る
の
は
何
羽
か
の
か

も
め
。
人
は
靑
海
原
の
廣
々
と
し
た
樣
子
を
取
り
立
て
て
言
う
が
、
わ
た
し
は
滄

浪
の
川
の
淸
く
淺
い
方
を
取
り
上
げ
た
く
、
川
の
流
れ
が
濁
れ
ば
、
足
を
洗
え
と

の
歌
の
文
句
に
從
い
〔
今
の
亂
れ
た
時
代
に
合
わ
し
て
生
き
〕
た
い
。
東
を
望
め

ば
、
彿
雙
・
方
壺
〔
の
仙
山
に
喩
え
ら
れ
る
日
本
〕
が
近
く
、
西
に
指
さ
せ
ば
、

あ
ち
ら
は
神
州
中
國
だ
。

柱
を
廻
っ
て
逃
げ
る
秦
王
に
投
げ
つ
け
た
匕
首
、
懼
れ
憚
ら
ず
宴
席
で
打
っ
た

鼓
、〔
廢
軻
と
禰
衡
〕
い
ず
れ
も
永
遠
に
名
を
留
め
る
に
足
る
。
昨
夜
、
枕
に
も
た

れ
て
、
古
人
を
大
い
に
集
め
て
計
謀
を
め
ぐ
ら
し
た
。
晉
の
祖
逖
は
長
江
の
中
流

で
楫
を
叩
い
て
中
原
恢
復
を
誓
い
、
ま
た
後
漢
の
竇
憲
は
匈
奴
を
破
っ
て
燕
然
山

に
上
り
功
績
を
石
に
刻
み
、
か
ね
て
抱
い
た
志
が
ほ
ぼ
報
い
る
こ
と
が
で
き
た
。

と
思
っ
た
の
は
、
黄
粱
が
炊
き
上
が
ら
な
い
か
ど
う
か
の
一
時
の
延
で
あ
り
、
す

（
５
）

（
６
）

（
７
）

（
８
）

（
９
）

堙
康
『
書
舶
庸
譚
』
九
卷
本
譯
注
（
一
）

八
八



べ
て
泡
と
消
え
て
前
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。

（
１
）
楚
辭
・
渉
江
に
「
船
は
容
與
と
し
て
進
ま
ず
」
と
あ
り
、『
文
選
』
張
銑
注
に

「
容
與
は
、
徐
動
の
貌
」
と
釋
す
。

（
２
）「
周
髀
」
は
、
帚
天
の
こ
と
。
す
な
わ
ち
天
空
は
柄
の
な
い
傘
、
大
地
は
帚
の
な

い
皿
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
中
國
古
代
の
天
體
説
。
こ
こ
で
は
天
空
を

意
味
す
る
。

（
３
）
杜
甫
「
旅
夜
書
懷
」
詩
に
「
飄
飄

何
の
似
た
る
所
ぞ
。
天
地
の
一
沙
鴎
」
と

あ
っ
て
、
漂
泊
の
身
を
う
た
う
。

（
４
）
楚
辭
「
漁
父
」
に
、
屈
原
に
向
け
て
「
滄
浪
の
水
淸
ま
ば
、
以
て
吾
が
纓
を
濯

ふ
可
し
。
滄
浪
の
水
濁
ら
ば
、
以
て
吾
が
足
を
濯
ふ
可
し
」
と
漁
父
が
歌
い
、
世

情
に
合
わ
せ
る
生
き
方
を
諭
し
た
と
い
う
。

（
５
）『
史
記
』
刺
客
列
傳
に
記
さ
れ
た
故
事
。
廢
軻
が
地
圖
に
仕
込
ん
だ
匕
首
で
秦

王
を
暗
殺
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
刃
が
屆
か
ず
、
柱
を
廻
っ
て
逃
げ
る
秦
王
を

追
っ
て
匕
首
を
投
げ
た
が
、
そ
れ
て
桐
の
柱
に
刺
さ
っ
た
。

（
６
）
後
漢
末
の
禰
衡
は
、
曹
操
の
宴
席
で
定
め
の
衣
裳
と
帽
子
に
改
め
ず
鼓
を
打
っ

た
。
裝
束
を
改
め
な
い
こ
と
を
叱
ら
れ
る
と
、
御
前
で
裸
身
に
な
っ
て
着
替
え
て

鼓
を
打
ち
、
羞
じ
る
顏
色
が
な
か
っ
た
。
曹
操
は
「
本
と
衡
を
辱
づ
か
し
め
ん
と

欲
せ
し
に
、
衡
反
っ
て
孤
を
辱
づ
か
し
む
」
と
笑
っ
た
と
い
う
（『
後
漢
書
』
禰
衡

傳
）。

（
７
）
東
晉
の
祖
逖
は
、
北
征
の
時
に
長
江
の
半
ば
で
楫
を
た
た
い
て
「
祖
逖
、
中
原

を
淸
す
る
能
は
ず
し
て
復
た
濟
ら
ば
、
大
江
の
如
き
有
ら
ん
」
と
い
い
、
中
原
恢

復
を
江
水
に
か
け
て
誓
っ
た
（『
晉
書
』
祖
逖
傳
）。
本
書
卷
二
・
二
月
四
日
條
の

「
讀
詩
有
感
」
其
一
に
も
「
伊
誰
か
楫
を
撃
っ
て
中
流
に
誓
は
ん
」
と
い
う
。

こ
れ

（
８
）
後
漢
の
竇
憲
は
南
匈
奴
の
單
于
を
大
破
し
、
燕
然
山
（
蒙
古
人
民
共
和
國
境
内

杭
愛
山
）
に
登
っ
て
、
石
に
刻
し
て
軍
功
と
漢
の
威
德
を
記
し
た
。
そ
の
銘
文
が

『
文
選
』
卷
五
六
に
收
め
る
班
固
「
封
燕
然
山
銘
」
で
あ
る
。

（
９
）
邯
鄲
の
延
の
枕
で
有
名
な
唐
代
傳
奇
、
沈
既
濟
「
枕
中
記
」
に
基
づ
く
。
邯
鄲

の
盧
生
は
、
道
士
呂
翁
か
ら
授
か
っ
た
枕
に
橫
た
わ
り
、
黄
粱
の
蒸
し
上
が
ら
ぬ

閒
に
「
寵
辱
の
數
、
得
喪
の
理
、
生
死
の
情
」
を
知
り
盡
く
す
轉
變
に
富
む
一
生

涯
の
延
を
見
た
と
い
う
。「
黄
粱
一
延
」
と
の
成
語
も
あ
る
。

十
日晴

れ
。
八
時
、
栗
島
（
來
島
海
峽
）
を
通
過
。
海
峽
の
兩
岸
が
對
峙
し
、
揚
子

江
の
東
西
梁
山
の
よ
う
で
あ
る
。
潮
流
が
こ
こ
で
急
に
集
ま
っ
て
、
波
の
抱
が
雪

の
ご
と
く
揚
が
り
、
渦
卷
く
樣
は
見
應
え
が
あ
る
。
午
後
三
時
、
神
戸
に
到
着
。

小
林
（
京
都
で
寫
眞
製
版
印
刷
を
營
ん
だ
小
林
忠
次
郞
）
が
長
男
の
長
文
、
辨
護

士
の
奧
平
昌
洪
を
伴
い
、
繋
留
地
に
出
迎
え
る
。
遠
く
か
ら
禮
を
し
、
す
ぐ
に
船

に
乘
り
込
む
。
握
手
し
て
御
無
沙
汰
の
挨
拶
。
う
れ
し
さ
が
容
易
に
傳
わ
る
。
總

領
事
の
江
勁
本
が
續
い
て
や
っ
て
く
る
。
雨
岩
（
慚
作
賓
）
公
使
が
南
京
旅
行
か

ら
ま
だ
歸
っ
て
い
な
い
こ
と
を
知
る
。
打
ち
揃
っ
て
上
陸
。
車
三
臺
に
分
乘
す
る
。

手
頼
物
が
煙
由
專
賣
局
の
巡
査
に
留
め
置
き
檢
査
さ
れ
る
。
私
は
平
素
か
ら
喫
煙

の
嗜
好
が
な
い
の
に
思
い
が
け
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
詳
し
い
檢
査
を
許
可
し
て

立
ち
去
る
。
倭
林
（
若
林
？
）
旅
館
に
入
っ
て
、
お
約
を
飮
ん
で
暫
く
休
憩
す
る
。

田
中
（
慶
太
郞
）
に
電
報
を
打
ち
、
旅
程
を
告
げ
、
ま
た
家
に
手
紙
を
出
す
。
七

時
の
上
り
寢
臺
が
既
に
空
い
て
い
な
い
と
聞
く
。
そ
こ
で
三
宮
驛
附
近
の
百
貨
店

に
行
き
夕
食
を
取
り
、
九
時
半
の
寢
臺
乘
車
券
を
豫
約
購
入
す
る
。
小
林
の
提
案

で
、
ま
だ
時
閒
が
早
い
か
ら
、
別
の
列
車
に
乘
っ
て
京
都
驛
ま
で
行
く
こ
と
に
し

た
。
二
階
の
食
堂
で
、
お
し
ゃ
べ
り
を
し
て
時
閒
を
待
つ
。
十
時
ご
ろ
、
列
車
が

到
着
。
小
林
に
別
れ
乘
車
し
、
一
路
東
上
す
る
。
む
っ
と
す
る
車
内
の
空
氣
に
奔

し
め
ら
れ
る
。 （

１
）

（
２
）

（
３
）
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（
１
）
東
梁
山
は
安
徽
省
當
塗
縣
の
長
江
右
岸
に
あ
っ
て
別
名
を
博
望
山
と
い
う
。
西

梁
山
は
對
岸
の
和
縣
に
あ
っ
て
、
別
名
天
門
山
と
い
う
。
長
江
が
兩
山
に
挾
ま
れ

て
流
れ
る
こ
こ
を
天
門
と
呼
び
、
古
來
、
多
く
の
詩
に
詠
わ
れ
る
が
、
な
か
で
も

李
白
「
望
天
門
山
」
が
名
高
い
。

（
２
）
字
鑑
源
。
湖
北
鄂
城
の
人
。
一
八
八
三
年
（
光
緖
九
年
）
生
ま
れ
、
沒
年
未
詳
。

國
民
政
府
の
外
交
官
、
一
九
三
三
年
九
月
、
代
駐
神
戸
總
領
事
、
翌
年
六
月
に
駐

神
戸
總
領
事
と
な
る
（『
民
國
人
物
大
辭
典
』
頁
二
二
八
に
よ
る
）。

（
３
）
慚
作
賓
、
一
八
八
四
年
（
光
緖
十
年
）
生
ま
れ
、
一
九
四
二
年
沒
。
雨
岩
は
字
。

湖
北
應
城
の
人
。
一
九
一
二
年
、
北
京
政
府
の
陸
軍
部
次
長
に
な
る
な
ど
、
陸
軍

軍
人
と
し
て
活
躍
。
日
本
全
權
公
使
に
任
命
さ
れ
た
の
は
一
九
三
一
年
八
月
で
、

三
三
年
三
月
九
日
か
ら
一
一
月
一
〇
日
ま
で
一
時
歸
國
し
て
い
る
（（『
民
國
人
物

大
辭
典
』
頁
一
三
七
四
に
よ
る
）。

十
一
日

六
時
、
起
床
。
列
車
が
國
府
津
（
神
奈
川
縣
小
田
原
市
）
驛
に
停
車
。
車
窗
は

こ

う

づ

小
雨
、
富
士
山
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
八
時
ご
ろ
東
京
驛
に
到
着
。
法

學
博
士
の
松
本
烝
治
・
田
中
耕
次
郞
・
瀧
川
政
次
郞
氏
お
よ
び
村
上
〔
貞
吉
〕・

田
中
〔
慶
太
郞
〕
兩
君
が
そ
ろ
っ
て
出
迎
え
。
一
人
一
人
に
挨
拶
を
す
る
。
田

中
・
村
上
の
案
内
で
麹
町
區
六
丁
目
六
番
地
の
單
平
旅
館
に
投
宿
す
る
。
新
聞
記

者
團
が
客
閒
に
迎
え
入
れ
寫
眞
撮
影
。
田
中
が
歸
る
。
龔
〔
玉
徽
〕
女
士
は
し
ば

ら
く
私
の
姪
婿
、
劉
斐
の
家
に
泊
ま
る
。
村
上
は
私
を
連
れ
て
出
迎
え
て
く
れ
た

諸
氏
と
法
學
〔
文
學
〕
の
兩
學
界
の
有
名
大
家
の
と
こ
ろ
へ
答
禮
に
出
る
。
文
學

博
士
の
服
部
宇
之
吉
・
帝
大
總
長
の
小
野
塚
平
次
・
司
法
大
臣
小
山
松
吉
、
お
よ

び
次
官
の
皆
川
治
廣
と
會
う
。
新
聞
記
者
が
續
い
て
や
っ
て
く
る
。
司
法
省
の
應

接
室
で
一
人
あ
る
い
は
三
人
と
集
合
寫
眞
に
納
ま
る
。
旅
館
に
戻
り
、
頼
物
を
置

く
。
四
階
の
五
二
四
號
室
。
一
宮
（
千
葉
縣
）
の
志
田
〔
鉀
太
郞
〕
博
士
の
電
報

（
１
）

を
受
け
取
る
。
文
面
は
ご
機
嫌
伺
い
の
挨
拶
で
あ
っ
た
。

（
１
）Ref.B05016215300

第
三
畫
像
に
「
本
年
陸
大
卒
業
ノ
劉
斐
ガ
方
（
淀
橋
區
諏

訪
町
一
二
八
）」
と
あ
る
。

十
二
日

晴
れ
。
早
朝
、
屋
上
の
抱
壇
か
ら
景
色
を
な
が
め
る
と
、
商
店
が
ど
こ
も
半
旗

を
掲
げ
て
い
る
の
が
見
え
た
。
も
と
も
と
九
時
に
村
上
を
訪
問
す
る
約
束
で
あ
っ

た
。
電
話
が
あ
っ
て
朝
香
宮
妃
、
す
な
わ
ち
明
治
天
皇
第
八
皇
女
が
逝
去
さ
れ
て

葬
儀
が
行
わ
れ
、
警
備
が
嚴
重
で
、
通
行
人
を
止
め
る
の
で
、
二
時
閒
遲
ら
せ
て

欲
し
い
と
の
話
で
あ
っ
た
。
車
を
呼
ん
で
出
向
く
と
、
ま
だ
遠
回
り
に
な
っ
て
よ

う
や
く
村
上
の
所
に
つ
い
た
。
長
居
し
て
晝
食
。
講
演
の
こ
と
を
相
談
す
る
。
三

時
に
宿
に
歸
る
。
志
田
に
返
事
の
電
報
を
入
れ
る
。

同
行
の
人
々
と
田
中
を
訪
ね
る
が
不
在
。
長
男
の
乾
郞
君
が
隅
田
川
堤
防
に
案

内
し
て
く
れ
る
。
丁
度
、
競
艇
が
あ
っ
た
。
觀
客
は
遠
く
か
ら
聲
援
を
送
っ
て
い

る
。
岸
邊
に
高
い
建
物
が
立
っ
て
お
り
、
競
艇
の
着
順
判
定
所
に
な
っ
て
い
る
。

土
手
沿
い
は
以
前
、
櫻
の
名
所
で
あ
っ
た
が
、
震
災
に
あ
っ
て
す
べ
て
燒
失
し
た
。

新
し
い
木
を
植
え
足
し
た
が
、
昔
の
見
事
さ
に
は
よ
み
が
え
っ
て
い
な
い
。
次
に

淺
由
觀
音
に
參
詣
。
乾
郞
君
の
話
に
よ
れ
ば
、
寺
の
回
り
の
民
家
は
す
べ
て
大
火

災
に
見
舞
わ
れ
た
が
、
お
寺
だ
け
が
燒
け
殘
っ
た
と
の
こ
と
。
そ
れ
で
お
參
り
が

盛
ん
で
、
寺
の
門
前
に
は
商
店
が
軒
を
連
ね
、
半
里
ほ
ど
も
續
い
て
い
る
。
み
な

玩
具
や
安
物
ば
か
り
で
あ
る
。
わ
が
國
の
蘇
州
の
玄
妙
觀
を
思
わ
せ
る
が
、
押
し

合
い
へ
し
合
い
の
人
出
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
。
階
段
を
上
っ
て
參
拜
。
お
賽

堙
康
『
書
舶
庸
譚
』
九
卷
本
譯
注
（
一
）

九
〇



錢
を
投
げ
る
音
が
耳
か
ら
離
れ
な
い
。
傍
ら
に
お
み
く
じ
で
吉
凶
を
占
う
係
の
僧

侶
が
い
る
。
乾
郞
君
が
私
に
九
十
二
番
の
く
じ
を
引
い
て
く
れ
た
、
无
恙
は
三
十

二
番
。
ど
ち
ら
も
吉
と
出
た
。
文
句
は
五
言
の
韻
語
で
、
一
句
毎
に
説
明
文
が
つ

い
て
い
る
。
後
ろ
に
は
人
事
が
書
い
て
あ
り
、
例
え
ば
病
氣
、
失
せ
物
、
婿
取
り

養
子
縁
組
の
類
。
こ
う
し
た
心
理
に
は
、
中
日
、
共
通
の
感
情
が
あ
る
。
お
寺
を

出
て
梅
園
に
行
き
、
お
汁
粉
【
原
注：

す
な
わ
ち
赤
豆
湯
】
と
團
子
を
賞
味
す
る
。

風
味
は
、
こ
れ
も
蘇
臺
と
似
て
い
た
。
宿
に
歸
る
と
、
火
燈
し
頃
で
あ
っ
た
。
田

中
が
細
君
と
次
男
の
震
次
君
、
村
上
と
と
も
に
來
談
。
最
後
に
檢
察
署
の
外
務
課

ア
ジ
ア
係
の
石
井
軍
治
が
來
た
り
、
經
歴
を
調
査
し
て
、
特
別
保
護
該
當
者
で
あ

る
こ
と
を
示
す
。
み
な
相
前
後
し
て
歸
る
。

（
１
）
今
も
同
地
に
お
い
て
盛
業
を
續
け
る
甘
味
處
（
高
石
和
典
君
の
敎
示
）。

十
三
日

晴
れ
。
慚
雨
岩
（
慚
作
賓
）
公
使
が
祕
書
の
孫
伯
醇
と
來
訪
。
公
使
は
私
と
北

京
内
閣
時
代
で
の
同
僚
の
閒
柄
で
あ
る
。
東
海
の
日
本
で
出
會
い
、
今
昔
の
感
を

強
く
す
る
。
昨
日
の
朝
香
宮
の
葬
儀
に
つ
い
て
詳
し
く
尋
ね
る
。
國
内
外
の
官
吏

は
皆
、
國
の
習
慣
に
從
い
榊
を
獻
じ
て
儀
禮
通
り
に
お
供
え
を
し
、
皇
族
の
尊
い

身
内
な
の
で
、
式
典
が
た
い
そ
う
立
派
で
あ
っ
た
と
分
か
っ
た
。
村
上
が
續
い
て

や
っ
て
來
て
、
伯
醇
と
講
演
の
期
日
を
取
り
決
め
て
歸
る
。
午
後
、
服
部
〔
宇
之

吉
〕
が
紹
介
し
た
法
學
博
士
の
仁
井
田
陞
（
原
文
「
昇
」
を
訂
正
）
が
來
見
。
私

に
址
書
の
『
唐
令
拾
遺
』
一
册
を
贈
る
。
内
容
は
、
唐
本
令
「
官
品
」
か
ら
「
雜
」

ま
で
三
十
三
門
す
べ
て
七
百
十
五
條
か
ら
な
り
、
漢
籍
六
十
四
部
、
和
書
十
一
部

（
１
）

（
１
）

か
ら
採
録
さ
れ
て
い
る
。
博
士
は
年
齡
が
三
十
歳
近
く
で
あ
る
の
に
、
文
獻
探
査

が
か
く
も
博
大
で
、
ま
こ
と
に
「
後
生
畏
る
べ
し
」
で
あ
る
。
三
時
に
神
田
區
駿

河
町
三
丁
目
四
番
地
の
龍
名
館
に
宿
を
移
る
。
私
は
松
の
三
番
の
八
疊
部
屋
、
他

の
人
達
は
辰
の
二
番
。
單
平
よ
り
も
閑
靜
で
あ
る
。
无
恙
た
ち
は
大
變
お
も
し
ろ

が
り
、
疊
に
座
る
の
を
奔
痛
に
感
じ
な
い
。
志
田
が
一
宮
か
ら
結
構
な
食
品
を
屆

け
て
く
れ
る
。
み
な
の
慰
み
に
な
っ
た
。
志
田
が
錫
堂
に
、「
私
と
堙
君
と
は
親

戚
以
上
だ
か
ら
、
二
人
の
交
友
の
厚
さ
が
窺
い
知
れ
よ
う
」
と
話
し
た
。
晩
餐
の

後
で
、
乾
郞
・
昆
玉
（
未
詳
）
が
无
恙
た
ち
三
人
を
誘
い
、
淺
由
に
觀
劇
に
ゆ
く
。

田
中
が
楊
鼎
甫
と
共
に
來
談
。
鼎
甫
は
北
平
圖
書
館
の
司
書
。
守
和
（
次
條
の
袁

守
和
）
が
調
査
に
關
す
る
事
務
の
手
助
け
を
約
束
し
た
と
の
こ
と
。

（
１
）Ref.B05015758600

第
四
畫
像
の
「
別
記
經
費
」
に
「
通
譯
者
孫
湜
手
當
（
滿

州
國
公
使
館
祕
書
官
）」
と
あ
る
。
伯
醇
は
字
。『
民
國
職
官
年
表
』
頁
一
〇
七
七

に
汪
兆
銘
政
府
の
外
交
部
亞
州
司
司
長
と
し
て
一
九
四
三
年
五
月
任
命
さ
れ
て
い

る
（
九
月
免
）
の
は
こ
の
人
で
あ
ろ
う
。

（
２
）
志
田
鉀
太
郞
（
一
八
六
八
～
一
九
五
一
）
は
、
岡
田
朝
太
郞
（
後
の
十
六
日
條

に
見
え
る
）
な
ど
と
共
に
明
治
三
十
五
年
（
一
九
〇
二
）
に
淸
朝
政
府
の
招
聘
を

受
け
て
法
律
制
定
に
參
畫
し
た
。
時
に
堙
康
も
法
律
館
提
調
等
の
職
に
就
き
、

「
憲
法
大
綱
」
を
編
修
す
る
な
ど
法
律
の
整
備
に
た
ず
さ
わ
っ
た
。
兩
者
の
交
流

は
こ
の
當
時
に
始
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

Ref.B05015842900
（
３
）
楊
鼎
甫
は
、

第
一
一
畫
像
に
見
え
る
「
國
立
北
平
圖
書
館

日
本
部
主
任
楊
維
新
」。

十
四
日

晴
れ
。
午
後
、
留
學
の
黄
監
督
（
在
日
留
學
生
監
督
黄
霖
）
が
林
祕
書
を
連
れ

（
２
）

（
３
）

九
一

立
命
館
白
川
靜
記
念
東
洋
文
字
文
化
研
究
所
紀
要

第
一
號



て
來
訪
。
歡
迎
會
を
開
催
し
た
い
と
の
意
向
で
あ
っ
た
が
、
譯
稿
整
理
の
た
め
時

閒
が
な
い
。
そ
の
御
厚
意
に
感
謝
し
、
今
回
の
來
日
は
北
平
圖
書
館
〔
副
〕
館
長

の
袁
守
和
と
共
に
敎
育
部
の
任
務
に
當
た
る
こ
と
で
あ
り
、
袁
が
こ
ち
ら
に
到
着

し
て
か
ら
、
諸
君
と
存
分
に
歡
談
し
よ
う
と
述
べ
る
。
黄
監
督
達
が
辭
去
す
る
と
、

こ
ん
ど
は
學
生
の
代
表
三
人
と
會
見
。

（
１
）
袁
同
禮
（
一
八
九
五
～
一
九
六
五
）、
字
守
和
。
一
九
二
九
年
八
月
、
國
立
北
平

圖
書
館
副
館
長
と
な
り
、
館
務
を
代
理
し
、
正
式
に
館
長
と
な
っ
た
の
は
一
九
四

五
年
九
月
で
あ
る
（『
民
國
人
物
大
辭
典
』
頁
六
四
九
に
よ
る
）。

十
五
日

晴
れ
。
田
中
が
二
十
四
史
を
貸
し
て
く
れ
る
。
參
考
用
に
し
、
講
演
の
準
備
を

行
う
。
こ
の
と
こ
ろ
少
し
讀
書
執
筆
に
親
し
む
。
午
後
、
村
上
が
講
演
の
日
程
を

送
付
。
變
更
が
ま
た
あ
っ
た
。
四
時
、
无
恙
と
錫
堂
と
一
緖
に
上
野
に
出
か
け
、

勝
山
〔
岳
陽
〕
を
尋
ね
、
博
物
館
や
美
術
館
に
案
内
し
て
も
ら
う
。
し
か
し
、
す

で
に
觀
覽
時
閒
が
過
ぎ
て
い
た
の
で
、
公
園
を
出
て
不
忍
池
ま
で
散
歩
し
た
。
池

の
中
央
に
は
辨
天
堂
が
あ
り
、
參
拜
者
が
多
く
、
獻
燈
お
線
香
が
盛
ん
に
供
え
ら

れ
て
い
た
。
勝
山
の
家
に
戻
り
少
し
の
閒
、
腰
を
下
ろ
す
。
奧
さ
ん
と
遇
う
。
長

く
北
京
と
臺
灣
に
い
た
の
で
、
上
手
に
北
京
語
を
話
す
。
勝
山
は
龜
形
の
銅
製
の

帚
を
出
し
て
み
せ
る
。
背
に
「
河
圖
洛
書
」
の
文
樣
が
刻
さ
れ
て
お
り
、
裏
に
は

陽
文
で
四
行
の
行
書
風
の
楷
書
四
行
、「
觀
象
能
作
卦
／
採
蓍
即
成
爻
（
象
を
觀

て
能
く
卦
を
作
し
／
蓍
を
採
り
て
即
ち
爻
を
成
す
）」
二
行
「
貞
元
四
戊
辰
（
七
八

な

八
年
）」
一
行
、「
巳
日
」
一
行
と
あ
る
。
ど
う
や
ら
易
者
が
用
い
た
帚
も
の
で
、

（
１
）

（
１
）

身
が
失
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
價
格
五
百
圓
。
殘
念
な
が
ら
出
來
が
よ
く
な
い
。

値
段
の
交
渉
を
せ
ず
歸
る
。
電
車
に
乘
っ
た
と
こ
ろ
、
わ
ず
か
に
須
田
町
ま
で
し

か
行
か
な
い
。
道
路
が
震
災
後
變
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
何
箇
所
か
で
道
を
聞

い
て
、
よ
う
や
く
宿
に
着
い
た
。
八
時
、
田
中
が
來
談
。
一
時
頃
に
な
っ
て
歸
る
。

（
１
）『
易
』
繋
辭
傳
に
「
河
は
圖
を
出
し
、
洛
は
書
を
出
し
、
聖
人
之
に
則
る
」
と
あ

っ
て
、
古
く
『
周
易
』
の
卦
形
の
源
と
い
わ
れ
る
圖
象
。

十
六
日

雨
、
晝
か
ら
晴
れ
。
村
上
が
訪
れ
、
一
緖
に
外
務
省
に
行
き
、
大
臣
（
廣
田
弘

毅
）
と
有
吉
〔
明
〕
公
使
を
訪
ね
る
が
、
い
ず
れ
と
も
會
え
な
か
っ
た
。
祕
書
の

某
君
は
以
前
、
杭
州
領
事
で
あ
っ
た
。
應
對
が
丁
寧
で
あ
っ
た
。
六
時
半
、
无
恙

と
と
も
に
學
士
會
館
の
歡
迎
會
に
出
向
く
。
入
り
口
を
入
っ
た
と
こ
ろ
で
、
岡
田

〔
朝
太
郞
〕
博
士
に
出
會
う
。
握
手
し
て
喜
び
久
闊
を
敍
す
。
來
會
者
は
文
學
・

法
曹
兩
界
す
べ
て
七
十
余
名
。
大
半
は
址
作
に
富
む
人
達
で
あ
る
。
瀧
川
〔
政
次

郞
〕・
仁
井
田
〔
陞
〕
と
も
に
一
座
に
い
る
。
前
司
法
大
臣
原
嘉
道
が
主
席
で
、
歡

迎
の
挨
拶
を
す
る
。
日
本
の
法
律
改
革
の
歴
史
を
述
べ
、
つ
い
で
東
洋
法
制
研
究

の
必
要
性
を
述
べ
、
最
後
に
私
の
經
歴
を
述
べ
る
。
續
い
て
は
慚
雨
岩
公
使
か
ら

法
制
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
兩
國
が
ま
す
ま
す
親
善
を
深
め
る
理
由
が
述
べ

ら
れ
た
。
私
が
謝
辭
を
述
べ
る
。
ま
た
服
部
〔
宇
之
吉
〕、
岡
田
に
よ
る
講
演
が

行
わ
れ
た
。
本
當
に
大
規
模
か
つ
熱
氣
の
こ
も
っ
た
盛
會
で
あ
っ
た
。
宿
に
歸
っ

て
か
ら
、
勝
山
が
來
談
。

堙
康
『
書
舶
庸
譚
』
九
卷
本
譯
注
（
一
）

九
二



十
七
日

晴
れ
。
夜
六
時
半
、
慚
雨
岩
公
使
の
宴
會
に
出
席
。
玄
關
で
臺
灣
の
林
光
熊
に

會
う
。
橫
濱
で
保
險
業
を
經
營
し
て
お
り
、
昔
な
じ
み
で
あ
る
。
劉
斐
と
長
崎
領

事
の
張
翅
が
同
席
し
て
い
た
。
長
崎
の
商
業
の
近
況
や
勁
僑
の
人
口
を
質
問
し
た
。

張
の
言
に
よ
る
と
、
長
崎
は
九
州
に
屬
し
、
勁
僑
は
五
千
人
い
る
な
か
で
、
長
崎

に
は
約
千
人
が
お
り
、
明
代
に
渡
來
し
た
も
の
が
多
く
、
歴
史
が
古
く
何
世
代
に

も
亘
っ
て
い
る
。
日
本
人
姓
を
名
乘
る
の
が
慣
習
に
な
っ
て
お
り
、
古
く
か
ら
同

化
し
て
い
る
の
で
、
識
別
で
き
な
い
。
た
だ
一
軒
だ
け
が
今
な
お
明
代
の
祖
先
の

遺
像
を
保
存
し
て
い
る
。
港
内
に
は
古
兎
が
數
箇
所
有
り
、
崇
福
な
ど
の
三
箇
寺

の
ご
と
き
は
、
み
な
明
淸
以
來
、
福
建
・
浙
江
の
僧
侶
が
開
い
た
寺
で
、
祖
師
堂

が
建
立
さ
れ
て
い
る
。
歴
代
の
住
持
は
い
ず
れ
も
中
國
籍
で
あ
っ
た
が
、
現
今
に

な
っ
て
始
め
て
日
本
人
僧
に
變
わ
っ
た
。
九
州
の
火
山
は
、
ひ
と
つ
に
阿
蘇
、
今

ひ
と
つ
に
は
雲
仙
。
雲
仙
は
長
崎
か
ら
自
動
車
で
た
っ
た
三
時
閒
で
あ
る
。
御
歸

國
の
折
り
に
は
、
遊
覽
の
御
案
内
を
し
ま
し
ょ
う
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
九
時
に

劉
斐
が
宿
ま
で
送
っ
て
く
れ
た
。

十
八
日

晴
れ
。
こ
の
と
こ
ろ
「
春
秋
刑
制
考
」
の
由
稿
を
書
い
て
い
る
。
孫
伯
醇
を
引

っ
張
り
出
し
て
翻
譯
し
て
も
ら
う
。
伯
醇
は
陶
心
如
（
陶
湘
の
弟
の
洙
）
の
妻
方

の
甥
で
、
壽
州
相
國
文
正
公
（
孫
家
鼐
）
の
姪
曾
孫
に
當
た
る
。
私
の
原
稿
を
逐

條
研
究
し
、
群
經
・
諸
子
に
つ
い
て
内
容
を
深
く
理
解
し
て
い
る
。
舊
家
の
子
弟

は
さ
す
が
竝
み
の
人
と
異
な
っ
て
い
る
。
伯
醇
を
留
め
て
晝
食
。
す
き
燒
き
と
約

碗
蒸
し
。
頗
る
美
味
。
夕
方
近
く
、
村
上
が
訪
れ
た
こ
ろ
に
は
、
す
で
に
原
稿
が

（
１
）

現
代
日
本
語
の
文
章
に
譯
さ
れ
て
い
た
。
臨
時
に
講
説
し
た
と
こ
ろ
、
相
互
に
了

解
で
き
な
い
と
い
う
心
配
は
な
い
よ
う
だ
。

（
１
）
孫
家
鼐
（
一
八
二
七
～
一
九
〇
九
）。
安
徽
壽
州
の
人
。
光
緖
帝
の
師
傅
を
務

め
、
武
昧
殿
大
學
士
と
な
る
。
文
正
は
諡
號
。『
淸
史
稿
』
卷
四
四
三
に
傳
が
あ

る
。

十
九
日

晴
れ
。
九
時
、
孫
伯
醇
來
る
。
譯
稿
を
校
正
、
數
箇
所
の
誤
り
が
あ
っ
た
。
彼

を
誘
っ
て
北
京
亭
に
行
き
、
晝
食
。
ま
る
で
昔
の
北
京
の
風
味
が
あ
っ
た
。
伯
醇

に
よ
る
と
、
日
本
語
は
今
と
昔
と
大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
和
文
は
、
昔
は
女
性

だ
け
が
得
意
に
し
て
い
た
。
例
え
ば
紫
式
部
が
址
し
た
『
源
氏
物
語
』
は
、
意
味

を
理
解
す
る
こ
と
が
困
難
な
と
こ
ろ
が
多
い
。
こ
の
本
は
す
で
に
現
代
語
に
改
め

ら
れ
て
い
る
が
、
往
時
の
情
感
に
合
致
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
一
つ
の
問
題
で
あ

る
。
中
國
か
ら
傳
え
ら
れ
た
書
物
に
つ
い
て
は
、
音
が
呉
音
と
漢
音
に
別
れ
て
お

る
。
例
え
ば
、『
文も
ん

選
』
の
「
文
」
は
「
孟
【
原
注：

m
eng

平
聲
】（

）」
と
發
音

ぜ
ん

し
、『
文ぶ
ん

館
詞
林
』
の
「
文
」
は
「
彿

peng

（

）」
と
發
音
す
る
。
こ
う
し
た
例
は

か
ん
し
り
ん

枚
擧
に
遑
が
な
い
。
す
べ
て
最
初
に
傳
え
た
人
の
讀
み
方
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ

の
區
別
を
日
本
人
に
質
問
し
て
も
、
詳
し
い
答
が
得
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
翻
譯

の
際
、
中
國
の
古
典
の
固
有
名
詞
に
つ
い
て
は
、
極
め
て
注
意
を
拂
わ
ね
ば
な
ら

な
い
、
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
歸
っ
て
鐵
保
の
手
紙
を
受
け
取
る
。
家
中
無
事
、

お
い
の
景
熙
が
上
海
か
ら
長
崎
に
渡
り
、
そ
れ
よ
り
汽
車
に
乘
り
換
え
當
地
に
來

て
單
平
旅
館
に
宿
を
と
っ
た
由
で
あ
る
。
な
お
も
訴
訟
が
災
い
し
て
の
こ
と
と
知

る
。『
老
子
』
の
い
う
「
禍
福
倚
伏
の
理
」
に
は
も
と
よ
り
定
ま
っ
た
運
命
が
あ
る

（
１
）

（
２
）
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も
の
だ
と
深
く
悟
っ
た
。

（
１
）Ref.B05016215300

第
二
畫
像
に
「
堙
康
ノ
招
キ
ニ
依
リ
去
月
十
八
日
入
京

シ
萬
平
ホ
テ
ル
ニ
止
宿
セ
ル
同
人
ノ
孫
法
律
學
生

堙
兪

當
二
十
八
年
ハ
中
勁

民
國
法
制
研
究
會

松
本
烝
治
ノ
斡
旋
ニ
テ
司
法
省
及
裁
判
所
區
裁
判
所
等
ヲ
視

察
見
學
シ
」
と
あ
る
。
こ
の
文
書
に
「
孫
」
と
あ
る
の
は
誤
り
。

（
２
）『
老
子
』
第
五
十
八
章
に
「
禍
は
福
の
倚
る
所
に
し
て
、
福
は
禍
の
伏
す
る
所
な

り
。
孰
か
其
の
極
ま
る
を
知
ら
ん
」
と
あ
る
。

た
れ

二
十
日

晴
れ
。
午
後
二
時
半
、
村
上
が
私
と
伯
醇
と
を
案
内
し
、
學
士
院
に
行
き
講
演

を
行
う
。
ま
ず
應
接
室
に
入
り
、
服
部
博
士
と
平
沼
〔
騏
一
郞
〕
副
樞
密
院
議
長

と
會
見
。
民
國
十
二
年
（
一
九
二
三
、
大
正
一
二
年
）
に
歐
米
旅
行
か
ら
戻
っ
た

と
き
、
平
沼
は
大
審
院
長
で
あ
っ
た
が
、
歡
迎
の
宴
會
を
開
い
て
く
れ
た
。
會
談

中
、
こ
の
こ
と
を
ま
だ
覺
え
て
い
た
。
電
報
通
信
社
が
來
て
寫
眞
を
撮
る
。
つ
い

で
平
沼
か
ら
參
加
者
が
紹
介
さ
れ
た
。
大
學
敎
授
が
約
五
十
名
い
た
。
五
時
半
に

な
っ
て
講
演
が
終
了
。

今
回
の
原
稿
で
は
、
前
の
方
で
『
周
禮
』
を
論
じ
、
こ
れ
を
成
周
一
代
の
會
要

（
王
朝
一
代
の
制
度
典
範
な
ど
の
記
事
を
類
別
編
集
し
た
書
）
と
見
な
し
た
。
村

上
が
來
て
い
う
に
は
、『
周
禮
』
が
王
莽
の
僞
作
に
か
か
る
と
さ
れ
る
が
、
日
本
の

學
者
は
非
常
に
そ
の
説
を
信
じ
て
い
る
。
あ
な
た
が
こ
の
疑
問
を
解
決
で
き
る
な

ら
ば
、
願
っ
て
も
な
い
こ
と
で
あ
る
、
と
。
私
は
、
こ
の
問
題
は
宋
人
の
議
論

紛
々
以
來
、
今
に
至
っ
て
い
る
。
私
の
講
演
原
稿
に
引
用
し
た
『
書
録
解
題
』
と

『
四
庫
全
書
總
目
提
要
』
の
評
論
を
除
い
て
は
、
斷
じ
て
成
周
時
代
の
撰
述
と
見

（
１
）（

２
）

（
３
）

な
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
二
説
あ
る
。
一
王
莽
は
漢
の
惡
賊
で
あ
る
こ
と
は
誰
し

も
が
知
っ
て
い
る
。
二
鄭
（
鄭
興
・
衆
父
子
）
は
漢
の
經
學
の
先
生
で
あ
る
が
、

も
し
王
莽
の
制
作
で
あ
る
と
知
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
必
ず
そ
の
注
釋
を
作
ら
な
か

っ
た
。
こ
れ
は
事
實
上
か
ら
觀
察
し
て
み
て
、
僞
作
と
認
め
ら
れ
な
い
第
一
の
點

で
あ
る
。
二
も
し
僞
作
な
ら
ば
、
當
然
極
端
に
排
斥
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
し
、
研
究

す
る
余
地
な
ど
無
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
い
ま
も
し
『
周
禮
』
に
反
對
す
る
人
を
一

堂
に
集
め
、
三
禮
を
置
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
專
攻
を
選
擇
さ
せ
た
な
ら
ば
、
私
は

『
周
禮
』
を
選
ぶ
人
が
必
ず
や
多
い
と
分
か
る
。
そ
の
理
由
は
、
こ
の
經
書
の
注

釋
が
み
な
二
鄭
の
注
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
時
期
は
、
時
代
を
溯
る
こ
と
春

秋
に
比
較
的
近
く
、
す
べ
て
の
制
度
に
つ
い
て
、
變
遷
の
迹
を
た
ど
る
こ
と
が
な

お
可
能
な
の
で
あ
る
。
鄧
析
（
春
秋
鄭
の
刑
名
家
。『
鄧
析
子
』
の
址
者
と
い
う
）

や
李
悝
（
戰
國
魏
の
人
。『
法
經
』
六
篇
の
址
あ
り
）
等
を
黄
泉
の
國
か
ら
生
き
返

ら
せ
、
そ
の
得
失
を
問
う
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
漢
代
の
人
の
言
論
が
得

ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
壁
に
向
か
い
空
言
を
こ
し
ら
え
あ
げ
る
の
と
は
、
わ
け
が

違
う
。
淸
代
に
生
ま
れ
、
溯
っ
て
明
代
の
史
料
に
つ
い
て
語
っ
た
な
ら
ば
、
元
以

前
よ
り
眞
に
迫
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
も
し
研
究
す
る
價
値
が
な
い
な

ら
ば
、
ど
う
し
て
精
神
を
む
だ
な
と
こ
ろ
に
す
り
減
ら
す
必
要
が
あ
ろ
う
か
。
こ

れ
は
、
心
理
上
か
ら
推
定
し
て
僞
作
で
は
な
い
と
見
な
す

の
理
由
の
一
つ
で
あ
る
。

英
國
は
世
界
的
な
保
守
の
國
で
あ
る
。
そ
の
犯
罪
に
よ
る
法
律
適
用
年
齡
は
完

全
に
『
周
禮
』
と
同
じ
で
あ
る
。
私
は
、
昔
（
一
九
二
二
年
）、
ロ
ン
ド
ン
に
旅
行

し
て
、
た
ま
た
ま
英
國
王
が
議
會
に
臨
席
し
て
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
自
由
〔
國
〕
の

宣
言
を
し
た
こ
と
が
あ
っ
て
、
控
訴
院
長
が
朱
色
の
衣
服
を
ま
と
い
扈
從
し
て
い

る
の
を
見
た
が
、「
秋
官
」
大
司
寇
に
お
い
て
、
そ
の
部
下
に
天
子
の
先
拂
い
を
さ

（
４
）

堙
康
『
書
舶
庸
譚
』
九
卷
本
譯
注
（
一
）

九
四



せ
る
の
と
符
合
し
て
い
る
。
ど
う
し
て
こ
れ
が
東
方
傳
來
の
制
度
で
な
い
と
知
ら

れ
よ
う
か
。
村
上
は
こ
の
議
論
を
じ
っ
く
り
と
講
義
し
た
ら
、
か
な
ら
ず
諸
博
士

が
興
味
を
も
っ
て
聞
く
こ
と
だ
ろ
う
と
勸
め
て
く
れ
る
。
夜
、
勝
山
來
談
。
玉
姫

に
手
紙
を
出
す
。

（
１
）
原
文
「
治
尊
浣
塵
」。「
治
尊
」
の
「
尊
」
は
酒
器
の
「
罇
（
樽
）」
に
同
じ
。「
浣

塵
」
は
「
洗
塵
」、
旅
塵
を
洗
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
遠
來
の
人
を
歡
迎
し
て
宴
席
を

開
く
意
味
。

（
２
）
宋
の
陳
振
孫
『
直
齋
書
録
解
題
』
卷
二
「
周
禮
十
二
卷
周
禮
注
十
二
卷
」
に
「
愚

案
ず
る
に
、
此
の
書
、
古
文
奇
字
多
く
、
名
物
度
數
、
攷
ふ
可
く
し
て
誣
ひ
な
ら

ず
。
其
の
先
秦
の
古
書
爲
る
こ
と
、
疑
ふ
可
き
無
き
に
似
た
り
」
と
い
う
。

（
３
）『
四
庫
全
書
總
目
』
卷
一
九
「
周
禮
注
疏
四
十
二
卷
」
に
「
然
ら
ば
則
ち
周
禮
の

一
書
は
、
盡
く
は
原
文
な
ら
ざ
る
も
、
依
託
に
出
づ
る
に
非
ざ
る
こ
と
、
概
ね
睹

る
可
き
な
り
。
…
…
則
ち
其
の
秦
以
前
の
書
爲
る
こ
と
、
亦
た
灼
然
と
し
て
知
る

可
し
」
と
い
う
。

（
４
）『
周
禮
』
秋
官
・
司
刺
に
「
三
刺
三
宥
三
赦
の
法
を
掌
る
。
…
…
壹
赦
に
曰
く
幼

弱
、
再
赦
に
曰
く
老
旄
」
鄭
玄
注
に
「
鄭
司
農
云
ふ
、
幼
弱
老
旄
、
今
の
律
令
に

年
、
未
だ
八
歳
に
滿
た
ざ
る
、
八
十
以
上
は
、
手
づ
か
ら
人
を
殺
す
に
非
ざ
れ
ば
、

他
は
皆
坐
せ
ず
」
と
あ
る

（
５
）『
周
禮
』
大
司
寇
に
「
凡
そ
邦
の
大
事
、
其
の
屬
を
し
て
蹕
せ
し
む
」
と
あ
る
。

二
十
一
日

晴
れ
。
午
後
、
勝
山
來
訪
し
て
、
平
尾
贊
平
を
紹
介
す
る
。
今
週
の
日
曜
日
に

會
食
し
よ
う
と
約
束
す
る
。
晩
に
无
恙
を
連
れ
て
田
中
を
訪
問
。
无
恙
は
遊
び
に

出
る
氣
持
ち
を
湧
き
起
こ
し
、
明
日
朝
、
元
箱
根
に
紅
囎
狩
り
に
行
く
こ
と
に
す

る
。
震
二
君
が
案
内
役
を
願
い
出
た
。

（
５
）

（
１
）

剱
薩
慢
（「
剱
薩
蠻
」
が
正
し
い
。『
詞
譜
』
卷
五
）【
原
注：

田
中
夫
人

晴
靄
女
史
繪
雲
山
一
角
便
面
。
无
恙
題
此
闋
於
上
。
余
亦
倚
聲
。

（
田
中
の
夫
人
晴
靄
女
史
、
雲
山
の
一
角
を
便
面
に
繪
く
。
无

ゑ
が

恙
は
此
の
闋
を
上
に
題
し
、
余
も
亦
た
倚
聲
す
。）】

け
つ

鐸
鈴
上
界
更
番
續

鐸
鈴

上
界
に
更
番
し
續
き

彿
瀛
方
寸
羅
心
目

彿
瀛

方
寸

心
目
に
羅
ぬ
つ
ら

何
處
覓
樊
劉

何
れ
の
處
か
樊
劉
を
覓
む
る

い
づ

も
と

山
山
雲
氣
稠

山
山

雲
氣
稠
し
お
ほ

玉
臺
躭
雅
課

玉
臺

雅
課
に
躭
り
ふ
け

難
辨
伊
同
我

伊
の
我
に
同
じ
き
を
辨
じ
難
し

か
れ

載
延
渡
吾
妻

延
に
載
せ
吾
が
妻
を
渡
す

而
今
識
仲
姫

而
今

仲
姫
を
識
る

【
原
注：

女
史
攻
繪
事
已
廿
年
、
韶
秀
如
錢
叔
美
。
與
子
祥
伉
儷
尤
篤
。

（
女
史
、
繪
事
を
攻
む
る
こ
と
已
に
廿
年
に
し
て
、
韶
秀
な
る
こ
と
錢

を
さ

叔
美
の
如
し
。
子
祥
と
伉
儷
尤
も
篤
し
。）】

菩
薩
蠻
【
原
注：

田
中
慶
太
郞
夫
人
の
晴
靄
女
史
が
、
雲
閒
の
一

嶺
を
扇
面
畫
に
珊
い
た
。
无
恙
は
此
の
詞
を
上
に
題
し
、
私
も
亦
た

詞
を
作
っ
た
。】

風
鐸
が
上
方
で
次
か
ら
次
ぎ
に
鳴
り
續
き
、
仙
界
の
彿
雙
・
瀛
洲
の
列
島
が
胸

中
に
髣
髴
と
す
る
。
樊
夫
人
と
劉
綱
が
何
處
か
に
居
そ
う
で
あ
る
が
、
山
々
は
雲

に
包
ま
れ
て
い
る
。

玉
で
飾
っ
た
樓
臺
の
中
、
風
雅
な
〔
繪
の
〕
練
習
に
余
念
が
な
く
、
は
っ
き
り

（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

九
五

立
命
館
白
川
靜
記
念
東
洋
文
字
文
化
研
究
所
紀
要

第
一
號



と
は
し
な
い
が
、
そ
の
〔
畫
中
の
〕
女
性
は
我
が
妻
と
同
じ
よ
う
だ
。
延
の
中
で

吾
が
妻
が
渡
っ
て
き
た
か
に
思
わ
れ
た
が
、
今
そ
れ
が
女
流
畫
家
管
仲
姫
で
あ
っ

た
と
分
か
っ
た
。【
原
注：

晴
靄
女
史
は
、
繪
を
練
習
し
て
す
で
に
二
十
年
以
上

に
な
り
、
錢
叔
美
の
繪
の
よ
う
に
秀
麗
で
あ
る
。
子
祥
（
田
中
慶
太
郞
の
字
）
と

夫
婦
仲
が
と
て
も
良
い
。】（
上
片
は
扇
面
畫
の
雲
山
を
彿
雙
の
仙
山
に
見
立
て
て

う
た
い
、
下
片
は
田
中
晴
靄
を
管
道
昇
に
喩
え
、
そ
の
畫
業
を
稱
え
た
と
解
釋
し

た
。
下
片
第
二
句
の
「
我
」
の
意
が
解
し
が
た
い
。
假
に
堙
康
の
妻
と
考
え
た
。

第
三
句
「
吾
妻
」
は
日
本
の
吾
妻
の
地
、
す
な
わ
ち
東
京
の
意
味
に
重
ね
た
と
も

解
し
う
る
。
さ
す
れ
ば
下
片
後
半
は
、
中
國
か
ら
東
京
に
渡
っ
て
來
た
延
中
の
人

が
管
道
昇
で
あ
る
と
分
か
っ
た
と
い
う
意
に
な
る
。
後
の
二
十
六
日
條
の
「
單
安

樓
艷
集
贈
平
尾
聚
泉
」
詩
其
一
に
「
吾
妻
の
月
色

瓊
筵
を
照
ら
す
」
と
あ
る
。

ま
た
卷
八
・
四
月
二
十
四
日
條
の
「
游
仙
詩
」
其
四
に
も
「
也
魂
延
を
し
て
吾
妻

ま
た

を
戀
は
し
む
」
と
あ
り
、
自
注
に
日
本
武
尊
が
東
國
遠
征
途
中
に
橘
媛
を
失
っ
て

詠
ん
だ
歌
を
引
き
、「
後
人
因
り
て
東
陸
を
號
し
て
吾
妻
の
國
と
曰
ふ
」
と
記
し

て
い
る
。）

（
１
）「
レ
ー
ト
」
の
名
で
知
ら
れ
た
化
粧
品
會
社
、
平
尾
贊
平
商
店
の
二
代
目
社
長
、

初
名
貫
一
（
一
八
七
四
～
一
九
四
三
）。
明
治
三
十
一
年
（
一
八
九
八
）
襲
名
。
古

錢
の
收
集
・
研
究
家
と
し
て
『
新
定
昭
和
泉
譜
』（
一
九
三
一
～
四
〇
）
の
大
址
を

三
上
香
哉
な
ど
の
協
力
を
得
て
編
纂
し
た
。
號
は
聚
泉
、
室
名
は
麗
悳
莊
。

（
２
）
田
中
慶
太
郞
夫
人
の
本
名
は
嶺
。
な
お
彼
女
の
扇
面
山
水
畫
の
一
つ
が
『「
文

求
堂
」
主
人
田
中
慶
太
郞
』（
一
九
八
七
年
一
一
月
、
九
一
年
四
月
重
印
、
極
東
物

産
株
式
會
社
田
中
壯
吉
）
の
頁
八
〇
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）「
樊
劉
」
は
、『
太
平
廣
記
』
卷
六
〇
・
女
仙
「
樊
夫
人
」
に
傳
え
ら
れ
る
樊
夫

人
・
劉
綱
と
い
う
夫
婦
の
仙
人
。
本
書
卷
一
上
・
一
月
十
五
日
條
（
四
卷
本
は
卷

四
・
四
月
三
十
日
條
）
の
「
小
游
仙
」
詩
其
六
に
「
任
他

繾
綣

樊
劉
に
締

さ
も
あ
ら
ば
あ
れ

す
」
と
あ
る
。

（
４
）「
仲
姫
」
は
、
元
の
書
畫
家
・
詩
人
の
趙
子
昂
の
夫
人
、
管
道
昇
の
字
。
彼
女
も

ま
た
書
畫
を
善
く
し
た
。『
圖
繪
寶
鑑
』
卷
五
な
ど
に
傳
を
見
る
。

（
５
）
錢
叔
美
（
一
七
六
四
～
一
八
四
五
）、
名
は
杜
（
初
名
楡
）、
叔
美
は
字
、
號
は

松
壺
。
浙
江
仁
和
の
人
。
人
物
・
山
水
・
花
卉
の
繪
に
優
れ
、
詩
も
善
く
し
た

（『
淸
代
學
者
象
傳
』
卷
四
・『
淸
史
稿
』
卷
五
〇
四
な
ど
に
傳
が
あ
る
）。

堙
康
『
書
舶
庸
譚
』
九
卷
本
譯
注
（
一
）

九
六


